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第１章 ごみゼロガイドライン策定の趣旨

１．背景と目的

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り抑制される循環型社会を形

成するためには、社会・経済活動に伴って生じる廃棄物等の発生を抑制し、その循

環的な利用（再使用、再生利用、熱回収）を促進するとともに、適正な処分を確保

することが重要である。

本ガイドラインは、県民、事業者・処理業者、及び行政など地域の各構成員が自

ら取り組むべき事項等を提示することによって、県内で多量に発生する廃棄物等の

発生抑制、及びその循環的な利用を促進することを目的とする。

２．ガイドライン対象物

本ガイドラインで対象とする循環資源は 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以、 （

下「法」という ）で規定する「ばいじん 「燃え殻 （法第２条第４項第１号に掲。 」、 」

げる産業廃棄物）である。

３．用語の定義

本ガイドラインで使用する用語は、岡山県循環型社会形成推進条例（以下「循環

条例」という ）第２条に準じるものとし、廃棄物等の発生及び処理の流れに関係。

する用語については、岡山県廃棄物処理計画に準じるものとする。

廃棄物処理やリサイクルに関する用語は以下のとおりであり、産業廃棄物の発生

及び処理の流れについては、図１－１に示すとおりである。

廃 棄 物 等 ： ①廃棄物。

②一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄され

た物品又は人の活動に伴い副次的に得られた物品。

循 環 資 源 ： 廃棄物等のうち、有用なものをいう。

循 環 的 な 利 用 ： 再使用、再生利用及び熱回収をいう。

再 使 用 ： ①循環資源を製品としてそのまま使用（修理を行ってこれを使用する

ことを含む ）することをいう。。

②循環資源の全部又は一部を物品その他製品の一部として使用するこ

とをいう。

再 生 利 用 ： 循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。

熱 回 収 ： 循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるも

う。の又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをい

、 。再 生 品 ： 循環資源の全部又は一部を使用し 又は利用して製造された製品をいう
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発 生 抑 制 量 ： 事業活動に伴って生じる廃棄物等に対して、製造・流通工程、使用原

材料・薬剤、設計・工法など現行の生産システムを見直すことによっ

て、廃棄物等の発生そのものを抑制（削減）した量。なお、製品の生

産工程、あるいは一連のプロセスの中に脱水・乾燥工程が組み込まれ

ている場合には、その脱水等による減量化量も発生抑制量に含める。

発 生 量 ： 事業場内等で生じた産業廃棄物量及び有償物量。

有 償 物 量 ： 発生量のうち、中間処理されることなく他者に有償で売却した量。

排 出 量 ： 発生量のうち、有償物量を除いた量。

、 、搬 出 量 ： 排出事業者自ら最終処分した量 保管されている量又はそれ以外の量

他者に委託した量の合計。

委 託 処 理 量 ： 中間処理及び最終処分を委託した量。

減 量 化 量 ： 排出事業者又は処理業者等の中間処理により減量化された量。

再 生 利 用 量 ： 排出事業者又は処理業者等で再生利用された量。

資 源 化 量 ： 有償物量と再生利用量の合計。

最 終 処 分 量 ： 排出事業者と処理業者等の最終処分量の合計。

保 管 量 ： 保管されている量又はそれ以外の量。

発 生 抑 制 率 ： 発生量に対する発生抑制量の割合をいう。

発 生 抑 制 等 ： 発生の抑制及びその循環的な利用をいう （ 排出抑制等」と同義）。「

資 源 化 率 ： 発生量に対する資源化量の割合をいう。

再 生 利 用 率 ： 排出量に対する再生利用量の割合をいう。

減 量 化 率 ： 発生量に対する減量化量の割合をいう。

最 終 処 分 率 ： 発生量に対する最終処分量の割合をいう。

： 発生量に対する発生抑制等の量（発生抑制量＋減量化量＋資源化量）発生抑制・資源化率

の割合をいう。

図１－１ 廃棄物等の発生及び処理状況の流れ図

発生量

排出量

搬出量

有償物量

自己減量化量

自己再生利用量

（排出事業者自身で処理・処分したもの）

減量化量

資源化量

委託処理量

自己最終処分量 最終処分量

保管量

再生利用量
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第２章 目標の設定

循環条例の基本理念である埋立ゼロを目指し、本章では、事業者の発生抑制、再

生利用による資源化などの取組を一層促進するため、ばいじん、燃え殻について、

事業者の発生抑制等の目標を設定する。

なお、本ガイドラインにおける事業者の目標達成年次は平成20年度とする。

、 、 、また 廃棄物処理・リサイクルの優先順位については 循環条例第３条のとおり

①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分を基本とするが、天然

資源・エネルギーの消費や有害物質の影響など環境への負荷を総合的に評価した結

、 、果 優先順位によらないことが環境負荷の低減に有効であると認められる場合には

これによらないことができるものとする。

１．発生抑制等の目標

発生抑制等の目標は、ばいじん、燃え殻それぞれ「燃原料由来 「廃棄物由来」」、

に区分して設定する（表２－１、図２－１ 。）

表２－１ 目標設定の区分

目標設定の 発生の状況 ばいじん、燃え殻の 発生事業所

区分 発生要因となるもの

燃原料由来 以外のばい煙の発生施設 石炭 排出事業者廃棄物由来

（ボイラー、溶鉱炉など）から排出さ 石油

れるばいじん、燃え殻 鉄･非鉄金属原料

廃棄物以外の燃原料

廃棄物由来 産業廃棄物の焼却炉（ 廃棄物 排出事業者産業廃棄物を

焼却事業者燃料とするばい煙の発生施設を含

）から排出されるばいじん、燃えむ。

殻

燃

原 石炭､石油 (燃焼等) 資源化量

料 鉄･非鉄金 発生量

由 属原料など

来

減量化量

廃

棄 (焼却処理)

物 廃 棄 物 廃棄物の

由 中間処理後量 最終処分量

来

図２－１ ばいじん、燃え殻の処理・処分状況の概要図
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、 、 、発生抑制等の目標は 廃棄物処理計画におけるばいじん 燃え殻の平成17年度

平成22年度の目標最終処分量から平成20年度の最終処分量を算出し、この量を担

保できるよう設定した （目標設定の考え方はコラム１に示す ）。 。

発生抑制等の目標は表２－２のとおりとし、現状発生量（平成15年度）に対す

る発生抑制等の量の割合（発生抑制・資源化率）で表すこととする。

、 、 、このため 事業者は平成15年度に事業場から発生したばいじん 燃え殻の処理

リサイクル等の実態を自ら整理・把握しておくことが肝要である。

なお、現在すでに本ガイドラインの目標を達成している事業者においては、循環

条例の基本理念を理解し、自らより高い目標を掲げるとともに、発生抑制等の取組

を一層促進するよう努めるものとする。

表２－2 発生抑制等の目標（平成20年度）

区分＼目標値 発生抑制・資源化率の目標

８４ ％燃原料由来

ばいじん

６ ％廃棄物由来

２７ ％燃原料由来

燃え殻

１４ ％廃棄物由来

注1）燃原料由来：平成15年度の発生量に対する割合

注2）廃棄物由来：平成15年度の中間処理後量に対する割合

） 、 （ ）注3 製造ラインの増設・廃止などにより発生量が大幅に増減する場合は 直近年度 増設・廃止後

の発生量又は中間処理後量に対する割合。

□ 発生抑制・資源化率の計算式

当該年度の埋立処分量
発生抑制・資源化率 ＝ １ － × 100

＊
平成15年度のばいじん・燃え殻発生量

＊廃棄物由来の場合は中間処理後量
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１．ガイドラインの目標年次（平成20年度）におけるばいじん、燃え殻の最終処分量

廃棄物処理計画（平成14年3月策定）におけるばいじん、燃え殻の平成17年度の目標

値、平成22年度の参考値からガイドライン目標年次（平成20年度）の最終処分量を算定

すると下表のとおりとなる。

ばいじんについては、平成20年度の最終処分量（59千トン）が担保できるよう発生抑

制等の目標を設定するが、燃え殻については、現状において平成20年度量を達成してい

るため、現状最終処分量（45千トン）を目標年次における最終処分量とし、これを担保

し、更に削減できるよう目標を設定する。

最終処分量

項目／区分 平成15年度 平成17年度 平成20年度 平成22年度

（現状） 廃棄物処理計画 算定量 廃棄物処理計画

目標量 参考値

ばいじん 101千トン 60千トン 58千トン59千トン

燃え殻 48千トン 49千トン 49千トン45千トン

２．廃棄物由来のばいじん、燃え殻の目標設定

廃棄物由来のばいじん及び燃え殻については、調査の結果、その性状が安定していない

ことから、平成15年度、ばいじん3％、燃え殻7％と資源化が進まず、将来的にも大きな

資源化率の向上は望めないため、燃原料由来の目標よりも低く設定する（それぞれ現状の

2倍の 、 と設定 。6％ 14％ ）

３．燃原料由来のばいじん、燃え殻の目標設定

ばいじんについては、平成20年度の最終処分量（59千トン）のうち、廃棄物由来分を

除いた最終処分量（37千トン）を達成できるよう設定する。燃え殻については、現状最

終処分量を目標年次における最終処分量とし、これを担保できる目標を設定する。

なお、各事業者の対応可能な目標とするため、ばいじんにおいては県内発生量の70％

を占め、資源化率100％を達成しているＡ社、燃え殻においては県内発生量の41％を占

め、資源化率100％を達成しているB社を除いて算定すると下表のとおりとなる。

燃原料由来のばいじん、燃え殻の目標設定□

設定値◆ばいじん 岡山県全体 A社 A社以外

発生量（平成15年度） 773千トン 542千トン 231千トン

ばいじん目標とする最終処分量 37千トン － 37千トン

84％発生抑制･資源化率 96% 100% 84%

◆燃え殻 岡山県全体 B社 B社以外

燃え殻発生量（平成15年度） 16千トン 7千トン 9千トン

27%目標とする最終処分量 7千トン － 7千トン

26.3%発生抑制･資源化率 57% 100%

コラム１：本ガイドラインの目標設定の考え方について
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平成15年度のばいじん、燃え殻の処理実態調査より、本ガイドラインの目標を既に達

成している事業者においては現状の資源化率を維持しつつ、目標が未達成の事業者が発生

抑制・資源化に取り組み目標を達成した場合、ばいじん、燃え殻の最終処分量は以下のと

おりになると試算される。

□岡山県全体

項目／区分 最終処分量 最終処分量（平成20年度）

（平成15年度） 試算結果 削減可能量

ばいじん 101千トン 50千トン 51千トン

燃え殻 45千トン 38千トン 7千トン

２．目標の見直し

本ガイドラインで設定した目標については、第２次岡山県廃棄物処理計画の策

定時に実施される産業廃棄物実態調査において、フォローアップを行い達成状況等

を評価する。

また、フォローアップ調査に基づく達成状況等の評価をはじめ、循環資源の有効

な利用に関する技術水準の動向や社会経済情勢等の変化を踏まえて、必要な見直し

を行うものとする。

コラム２：目標未達成の事業者が目標を達成した場合

燃え殻最終処分量

45
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第３章 目標達成のための方策

１．事業者が取り組む発生抑制、資源化の方法

①発生抑制の考え方

、 、本ガイドラインの目標値を達成するためには 事業活動に伴って生じるばいじん

燃え殻の発生量そのものを抑制することが第一義である。

具体的には、各事業者が排出者責任はもとより、環境マネジメントシステム

（ ） 、 、ISO14001 の考え方を積極的に導入するなど 生産工程や使用原材料・薬剤

工法や作業工程の見直しなどを自主的に取り組むことが重要である。

廃棄物の焼却に由来するばいじん、燃え殻にあっては、焼却する前に廃棄物の分

別を徹底することで出来る限り資源化に努め、焼却量を減らすことが重要である。

また、焼却炉で完全燃焼するよう燃焼管理を徹底することも重要である。

②資源化の考え方

、 、本ガイドラインの目標値を達成するためには 上述のように事業場内でばいじん

燃え殻の発生抑制を図るとともに、その資源化、すなわち循環的な利用が促進され

る必要がある。

具体的には、各事業者は循環条例第３条の基本原則にのっとって、有害物質等の

混入の有無の確認や分別を徹底したうえで、事業者自ら、あるいは処理業者との連

携を図るなどして、ばいじん、燃え殻（循環資源）の積極的な利用に取り組むこと

が重要である。



自社原料
セメント利用
有用金属回収
土木資材など

溶鉱炉

集塵機

石炭
石油

鉄鉱石
スクラップなど

ボイラー

ばいじん

排ガス

ボイラーの
炉清掃物など 土木資材

セメント利用など

埋立埋立

電
気
炉

燃料・原料

燃え殻
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自社原料
セメント利用など

集塵機

汚泥
廃プラスチック
動植物性残さ

木くずなど

ばいじん

排ガス

焼却残さ

埋立埋立

焼却炉

自社原料
セメント利用など

廃棄物

自社発生分
廃棄物

その他排出事業所
発生分廃棄物 燃え殻

③発生抑制、資源化の現況

１）ばいじん、燃え殻の種類別発生・処理状況

ばいじん、燃え殻の発生・処理処分フローは以下のとおり。

◆燃原料由来

ボイラー、溶鉱炉などのばい煙発生施設から排出されるばいじん及び燃え殻

◆廃棄物由来

産業廃棄物焼却炉から排出されるばいじん及び燃え殻
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２）ばいじん、燃え殻の資源化状況

《燃原料由来のばいじん、燃え殻》

燃原料の種類は、主に鉄・非鉄金属原料、石炭、石油などである。燃原料別に資

源化状況をまとめると以下のとおり。

表３－１ 資源化等の状況（燃原料別）

◇鉄・非鉄金属原料由来

ばいじん（資源化率：96%）

＜ 状 況 ＞ 発生量が最も多く資源化率も高い。

＜主な利用用途＞ 自社副原料、セメント原料、金属回収（亜鉛）

○有効成分の多いばいじんは造粒のうえ自社の副原料として再利用している。

○ばいじん中の亜鉛濃度が高い場合（製鉄の製造工程で鉄スクラップを利用してい

る場合は、より高くなる 、亜鉛回収等に再利用している。）

◇石炭由来

ばいじん（資源化率：56%）

＜ 状 況 ＞ 発生量は多いが資源化率は低い。

＜主な利用用途＞ セメント原料、土木資材

○セメントや土木資材の原料として再利用している。

○ばいじん中に未燃分が多いと、セメント利用に向かない（フライアッシュのJIS規

格［JIS A 6201 ；熱灼減量が５％以下［Ⅱ種灰 。また、他の原料と混合し］ ］）

て利用する場合、未燃分が水を吸うため原料の調整が難しくなる。このため、灰

分と未燃分の分離が課題となる。

○アルミナが多いとセメントや製錬所での利用が難しい。

○重金属類の含有量は燃え殻よりも多くなる。また、石炭の産地により重金属類の

含有量が異なる。

○近年、ゼオライト（主成分：シリカ・アルミ）を合成する研究が活発に行われて

おり、今後、利用用途の開拓が望まれている。

燃え殻（資源化率：55%）

＜ 状 況 ＞ 発生量は少なく資源化率も低い。

＜主な利用用途＞ セメント原料、土木資材

○特定の事業所の燃え殻は、スラグのような状態で排出され重金属の溶出の問題も

ないため、土木資材に利用されている。

◇石油由来

ばいじん（資源化率：98%）

＜ 状 況 ＞ 発生量は少ないが資源化率は高い。

＜主な利用用途＞ 金属回収（バナジウム・ニッケル）､セメント原料､その他

○バナジウムが約15%、ニッケルも約10%ほど含まれているため、これを回収し

ている。

○未燃分が多い場合、別の事業所でもう一度燃料として利用している例もある。

燃え殻（資源化率：56%）

＜ 状 況 ＞ 炉内の清掃時等にごく少量発生。

＜主な利用用途＞ セメント原料、金属回収（バナジウム）

○バナジウム含有量がばいじんに比べて低いが、回収している例もある。

＊資源化率は平成15年度の実績
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《廃棄物由来のばいじん、燃え殻》

廃棄物由来のばいじん、燃え殻の発生量（中間処理後量）は、処理業者からのも

のが多く、資源化が進んでいない状況にある。資源化への課題は以下のとおりで、

資源化のためには、リサイクル原料としての性状の確保や性状の安定化が必要であ

る。

表３－２ 廃棄物由来のばいじん、燃え殻の課題

【資源化のための条件】

○リサイクル原料として使用できる性状であること。

○その性状が変動することなく常に安定していること。

＜課題＞

○塩素分や重金属の含有のためリサイクル原料としての性状が得られない場合も

多い。

○処理業者では客先をたくさん抱えており、焼却灰等の性状を常にコントロール

することは困難。
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④発生抑制、資源化の取組事例

、 。アンケート調査結果及びヒアリング調査結果から事例を抽出すると 以下のとおり

《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（鉄・非鉄金属原料）

業種 鉄鋼業

資源化の方法 自社利用及びリサイクル業者に委託

取組事例 ○造粒し自社原料として再生利用

○亜鉛濃度の高いばいじんの亜鉛回収

○これまで埋立処分していた亜鉛回収後の残さの再生利用

概要フロー

評価・効果 ○ゼロエミッションの達成

○処理コストの低減

○運搬の効率化

課題・ 特になし

今後の対策

造粒

ばいじん

残さ物亜鉛回収

自社原料として利用
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《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（鉄・非鉄金属原料）

業種 鉄鋼業

資源化の方法 自社利用及びリサイクル業者に委託

取組事例 ○粒径の大きいものは造粒し自社原料として再生利用

○粒径の小さいものはセメント業者に委託して再生利用

概要フロー

評価・効果 処理コストの低減

課題・ 粒径の小さいばいじんの自社原料化

今後の対策

排ガス
前段の集塵機 後段の集塵機

造粒

粒径の大きいばいじん

自社原料として利用

粒径の小さいばいじん

セメント利用
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《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（石炭）

業種 電気業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 ○セメント原料及び土木資材に再生利用

○発生量が多いため再生利用先を開拓し分散

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ 再生利用先の開拓

今後の対策

セメント（Ａ工場）

土木資材

セメント（Ｂ工場）

セメント（Ｃ工場） 発生量が多いため
利用先を開拓し分散

ばいじん
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《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（石炭）

業種 化学工業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 セメント原料として利用

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ ばいじんの再利用原料としての品質安定化

今後の対策

集塵機

セメント利用

排ガス

石灰（排ガス処理）

排ガス

排煙脱硫石膏
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《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（石油）

業種 石油製品・石炭製品製造業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 ○燃料として利用（売却）

○セメント原料として再生利用

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ 特になし

今後の対策

排ガス
前段の集塵機 後段の集塵機

未燃分の多いばいじん

燃料として利用（売却）

粒径の小さいばいじん

セメント利用
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《ばいじん》

ばいじんの種類 燃原料由来（石油）

業種 化学工業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 バナジウムの回収

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ ニッケルの価値が高い時期にはリサイクル先を変更

今後の対策

集塵機

ばいじん

バナジウムの回収

排ガス排ガス



-17-

《燃え殻》

燃え殻の種類 燃原料由来（石炭）

業種 電気業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 土木用資材、セメント原料として再生利用

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ 特になし

今後の対策

炉内物

ボイラ

土木資材

セメント

燃え殻
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《 》ばいじん・燃え殻

ばいじん、燃え殻 廃棄物由来（汚泥、廃油）

の種類

業種 化学工業

資源化の方法 リサイクル業者に委託

取組事例 セメント原料として再生利用

概要フロー

評価・効果 埋立量の削減

課題・ 岡山県内のリサイクル業者の育成（現在全て県外に搬出）

今後の対策

集塵機

排ガス

焼却残さ

焼却炉

自社発生分
廃棄物

汚泥
廃油

セメントばいじん

燃え殻 セメント
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２．県の施策

本ガイドラインに掲げる目標を効果的に達成するためには、事業者による自主的

かつ継続的な発生抑制等の取組が欠かせないことから、循環条例第22条の規定に

より、目標の達成されていない事業者に対して、ばいじん、燃え殻の発生抑制、循

環的利用等の目標を盛り込んだ処理計画・実績報告等の作成・報告を求める。

また、これらばいじん、燃え殻排出事業者に対しては、融資制度等の県の施策、

今後期待される資源化技術などの情報提供やばいじん、燃え殻の発生抑制等の取組

が継続的に行えるよう必要な助言・指導等を行う。

その他、県内における循環資源の循環的な利用を促進するため、以下に示すよう

な各種施策を策定し展開する （補助金・融資等は国の制度も含む ）。 。

① グリーン調達の率先実施

県では、循環条例第19条に基づき、グリーン調達（環境に配慮した物品等の購

入）に関する調達方針を毎年度定めるとともに、この調達方針のもとグリーン調達

を率先して実施する。

、 、「 」なお 循環条例第23条に基づき定めた 岡山県再生品の使用促進に関する指針

に掲げる再生品については、県が率先してその使用に努めることとしているが、当

該指針中には、ばいじん、燃え殻に係る対象品目として以下があげられている。

表３－３ 岡山県再生品の使用促進に関する指針に基づく使用を促進すべき
再生品の品目（ばいじん、燃え殻に係る対象品目）

品 目 使用循環資源

混合セメント フライアッシュセメント フライアッシュ

タイル・ブロック 陶磁器質タイル 石炭灰、焼却灰化された下水道

汚泥

れんが・ブロック 石炭灰、焼却灰化された産業発

生及び生活・自然発生汚泥類

② 岡山県エコ製品認定制度

、 「 」循環条例第27条に基づき 循環型社会の形成に資する製品を 岡山県エコ製品

として認定し、県では、当該製品について、価格や用途等を考慮の上、優先的に使

用するよう努める。

また、エコ製品の使用がより一層促進されるよう、県内の事業者及び県民に対し

て、その周知に努める。

 　実績報告

 　処理計画
の提出 個別事業者への助言・指導

目標達成が
困難な事業場
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これまでに144事業所 406の製品が岡山県エコ製品として認定されている 平、 （

成16年12月現在）が、ばいじん、燃え殻に係る製品は以下のとおりである。

表３－４ 岡山県エコ製品

［ばいじん、燃え殻に係る対象製品；平成16年12月現在］

■その他資材
アルファグリーン 【循環資源】 <エコ製品の製造企業>
岡エコその他資材第1号 フライアッシュ 石炭灰 （株）富士テック［ ］ （ ）

TEL086-241-0063

③ エコ事業所等の認定制度

循環条例第28条に基づき、循環型社会の形成を推進していると認められる事業

所を岡山県資源循環推進事業所（岡山エコ事業所）として認定し、当該事業所の先

進的な取組を事業者及び県民の間に広く周知することにより、循環型社会の形成に

向けて取組の促進を図る。

これまでに、105事業所（ゼロエミッション事業所部門：2事業所、一般事業所

、 、 ） 。部門：10事業所 小売店部門：93店舗 平成16年12月現在 が認定されている

④ 地域ミニエコタウン事業（循環型社会形成推進モデル事業制度）

循環条例第29条に基づき、循環型社会の形成を推進すると認められる先進的事

業を事業者の申請により承認（岡山県資源循環推進事業）し、施設整備費や技術開

発費などの一部について補助する等、その事業が円滑に実施されるよう支援する。

平成16年12月現在、9件の事業が承認されており、そのうち、ばいじん、燃え

殻にかかるものは、２件の技術開発事業（有用金属の回収及びブロック化）が承認

されている。

⑤ 岡山県循環資源総合情報支援センター

循環条例第30条に基づき、廃棄物等の発生抑制や循環的な利用の促進など循環

、「 」資源に係る総合的な情報発信基地として 岡山県循環資源総合情報支援センター

を設置し、循環型社会形成のために必要なリサイクルなどに関する情報や産業廃棄

物許可情報など廃棄物の適正処理に関する情報の提供に努める。

⑥ 融資制度等の充実と活用の促進

循環資源（ばいじん、燃え殻）を含む廃棄物等の３Ｒ（リデュース、リユース、

リサイクル）に関する取組に対しては、県や国・政府系金融機関において、融資制

度等が創設されている。
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補助金制度については、下記のとおり （平成16年12月現在）。

■ 廃棄物処理等科学研究費補助金（次世代廃棄物処理基盤整備事業）

対 象 者 ： 法人

対 象 事 業 ： 循環型社会の推進及び廃棄物の適正処理に関するもので、本事業により実

用化が見込まれ、かつ汎用性及び経済効率性に優れ、既に基礎研究、応

用研究を終えた段階の技術開発

補 助 率 ： 補助対象経費の１/２

補 助 金 額 ： １億円以下

技術開発期間 ： １年以内

問 合 せ 先 ： 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課

０３-３５８１-３３５１

■ 地域新規産業創造技術開発費補助事業

対 象 者 ： 民間企業、個人等

対 象 分 野 ： 環境対策・資源利用技術

補 助 率 ： 補助対象経費の１/２

（３R［リデュース、リユース、リサイクル］技術の実用化により循環型社会の

構築に資する技術開発に該当する場合は、補助対象経費の２/３）

補 助 金 額 ： ３，０００万円～１億円以下／件・年

技術開発期間 ： ２年以内

問 合 せ 先 ： 中国経済産業局地域経済部次世代産業課

０８２-２２４-５６８０

■ 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業

対 象 者 ： 中小企業者等

対 象 事 業 ： <実用化研究開発事業>

○中小企業が自ら行う新製品・新技術に関する研究開発（環境分野）

<事業化支援事業>

○新製品・新技術の開発成果を事業化する事業（環境分野）

○革新的な方法で商品やサービスを提供する事業（環境分野）

補 助 率 ： <実用化研究開発事業>補助対象経費の２/３以内

<事業化支援事業>補助対象経費の１/２以内

補 助 限 度 額 ： <実用化研究開発事業>１，５００万円以下

<事業化支援事業>５００万円以下

問 合 せ 先 ： 中国経済産業局地域経済部次世代産業課

０８２-２２４-５６８０

■ 地域新生コンソーシアム研究開発事業

対 象 者 ： 地域の大学・公的研究機関と民間企業等からなる研究開発共同体

<一般枠、中小企業枠>

対 象 分 野 ： 環境分野（研究を開始するための充分な基礎研究、調査等の蓄積がある技

術）

補 助 金 額 ： <一般枠>１億円以内／件・年

<中小企業枠>３，０００万円以内／件・年

技術開発期間 ： ２年以内

問 合 せ 先 ： 中国経済産業局地域経済部次世代産業課

０８２-２２４-５６８０
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■ 岡山県資源循環推進事業

対 象 者 ： 県内に事業所を有する民間事業者

対 象 事 業 ： ○施設整備事業（循環型社会形成推進モデル事業施設整備費補助金）

○技術開発等ソフト事業（循環型社会形成推進モデル事業技術開発事業費

等補助金）

補 助 率 ： ○施設整備事業：１/２以内（岡山市・倉敷市の地域は１/４以内）

○技術開発等ソフト事業：１/２以内

補 助 限 度 額 ： ○施設整備事業：５，０００万円（岡山市・倉敷市の地域は２，５００万円）

○技術開発等ソフト事業（技術開発、用途開発）：８００万円

〃 （その他ソフト事業）：５００万円

問 合 せ 先 ： 岡山県産業労働部新産業推進課

０８６-２２６-７３５１

■ 地域産業技術改善費補助金

対 象 者 ： 中小企業者、又は中小企業者の団体

対 象 事 業 ： 公募によりテーマを募集（募集時期等は下記問合せ先まで）

○廃棄物処理、リサイクルのための新技術

○環境改善、保全のための新技術

補 助 率 ： 補助対象経費の２/３以内

補 助 限 度 額 ： ものづくり試作枠 １件当たり１００～４５０万円以内

創造的中小企業振興枠 １件当たり１００～９００万円以内

問 合 せ 先 ： 岡山県産業労働部産業振興課

０８６-２２６-７３７９

■ 夢づくり・オンリーワン企業育成支援事業費補助金

対 象 者 ： 中小製造業者、又は中小製造業者の団体

対 象 事 業 ： 一般枠の重点分野事業として

○環境関連分野に係る研究開発事業

補 助 率 ： 補助対象経費の１/２以内

補 助 限 度 額 ： １件当たり４００万円（団体６００万円）以内

問 合 せ 先 ： 岡山県産業労働部産業振興課

０８６-２２６-７３７９

■ 先端研究スタートアップ支援事業

対 象 者 ： ○県内に事業所を有する民間事業者で、産学官連携共同研究開発を行おう

とする者

○国等の研究開発支援施策を利用するための技術開発能力と事務処理能

力を有すること

対 象 事 業 ： 環境関連分野

補 助 限 度 額 ： １件当たり１００万円以内

問 合 せ 先 ： （財）岡山県産業振興財団技術支援部

０８６-２８６-９６５１
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融資制度については、下記のとおり （平成16年12月現在）。

■ 設備改善資金（環境対策資金）

対 象 者 ： 知事が別に定める環境対策を行う中小企業者又は組合

対 象 事 業 ： 再生資源を原材料として利用する製品の製造に必要な設備

融 資 限 度 額 ： ３,０００万円以内

融 資 比 率 ： 年１．６％（変動金利）

＊別途保証料率（年１．０％以内）が必要

問 合 せ 先 ： 岡山県産業労働部経営支援課

０８６-２２６-７３６１

■ 日本政策投資銀行融資

対 象 者 ： 産業廃棄物処理業者、地方公共団体他

対 象 事 業 ： ○リデュース事業（廃棄物の発生抑制に資するように、製品の製造、使用等

に係る資源効率を高めるための施設設備）

○リユース事業（使用済製品を再利用するために、当該使用済製品等を回

収し、適切な処置を施すために必要な施設整備）

○リサイクル事業（使用済製品等を回収し、原材料として利用する事業に必

要な施設整備）

金 利 ： 融資使用用途、返済期間等によって異なる利率が適用

融 資 比 率 ： ４０％

問 合 せ 先 ： 日本政策投資銀行岡山事務所

０８６-２２７-４３１１

■ 中小企業金融公庫融資

対 象 者 ： 中小企業

対 象 事 業 ： 環境対策資金

○廃棄物の排出を抑制するために必要な施設整備

○廃棄物または使用済み物品等を製品または部品として利用するために必

要な設備の設置

○廃棄物、使用済み物品等または副産物を原材料として利用するために必

要な設備の設置

○廃棄物、使用済み物品等または副産物を製品、部品または原材料として

利用する目的で分別、保管、収集、運搬等の用に供する施設の整備

融 資 利 率 ： 融資使用用途、返済期間等によって異なる利率が適用

融 資 限 度 額 ： 直接貸付：７億２，０００万円

代理貸付：１億２，０００万円

問 合 せ 先 ： 中小企業金融公庫 岡山支店

０８６-２２２-７６６６
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■ 国民生活金融公庫融資

対 象 者 ： 中小企業

対 象 事 業 ： 環境対策貸付、環境対策資金

○廃棄物の排出を抑制するために必要な設備の設置等に要する設備資金

○廃棄物または使用済み物品等を製品または部品として利用するために必

要な設備の設置等に要する設備資金

○廃棄物、使用済み物品等または生産活動に伴う副産物を原材料として利

用するために必要な設備の設置等に要する設備資金

○廃棄物、使用済み物品等または生産活動に伴う副産物を製品、部品ま

たは原材料として利用する目的で分別、保管、収集、運搬等の用に供す

る設備の設置等に要する設備資金

融 資 利 率 ： 融資使用用途、返済期間等によって異なる利率が適用

融 資 限 度 額 ： ７千２００万円以内

問 合 せ 先 ： 国民生活金融公庫 岡山支店

０８６-２２５-００１１
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第４章 関係者の責務と役割

１．県

循環条例第３条（以下「基本原則」という ）にのっとり、主として市町村の区。

域を越えて広域にわたり行うことが適当と認められる施策を実施する。

施策実施に当たっては、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえ、財政上の措

置等を講じる。

循環資源（ばいじん、燃え殻）に関する発生抑制等の目標や具体的な施策につい

て、事業者、処理業者、市町村など関係者に周知するとともに、関連部局との連携

。 、 、を図りながら進めていく また 関係者の自主的かつ先進的な取組を推進するため

県のホームページや循環資源情報提供システム等を通して情報発信を行う。

県内における循環資源の循環的利用をより一層促進するため、公共工事をはじめ

資材・物品等を調達する際には、岡山県エコ製品の積極的な使用や調達方針に基づ

くグリーン購入を率先して実施する。また、市町村、事業者、県民に対しても、こ

れら環境物品等の使用に関する普及啓発に努める。

循環資源の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に関する民間の技術・研

究開発を支援するため、産業廃棄物処理税を財源とする補助制度の充実を図るとと

もに、その活用の普及に努める。

２．事業者・処理業者

事業者は、排出者責任はもとより、環境マネジメントシステム（ISO14001）

の考え方等を積極的に導入し、環境に配慮した事業活動の展開を図るとともに、基

本原則にのっとり、ばいじん、燃え殻の発生抑制、その循環的な利用及び適正処分

に努める。

また、県内における循環資源（ばいじん、燃え殻）の需要拡大を実現するため、

原料や資材など物品調達に当たっては、グリーン購入の率先実施や岡山県エコ製品

の積極的な使用に努める。

処理業者は、廃棄物等の適正処分に係るエキスパートであるだけでなく、循環

型社会の形成に不可欠な環境産業の担い手として、循環資源を原料とした再生資材

、 。・再商品化に要するコストの削減や必要な品質の確保 利用用途の拡大等に努める

県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に対しては、地域の構成

員として積極的に協力する責務を有する。
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３．県民

県民は循環資源の循環的利用を促進するために不可欠な廃棄物処理・リサイクル

施設の設置及び運営管理について、正しい理解に努める。

製品等の購入に当たっては、岡山県エコ製品のように環境に配慮した物品を積極

、 。的に選択するなど日常の生活・消費行動を通じて 循環型社会の形成に自ら努める

県及び市町村が実施する循環型社会の形成に関する施策に対しては、地域の構成

員として積極的に参加し、協力する責務を有する。
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第５章 リサイクル業者等における取組事例

、 。アンケート調査結果及びヒアリング調査結果から事例を抽出すると 以下のとおり

ばいじん、燃え殻 燃え殻：燃原料由来（全般 、廃棄物由来）

の種類

資源化の方法 セメント原料化

概要フロー

受入条件 有害物の混入がないもの。

再生製品の セメントの副原料としてセメント工場に納入。

利用用途

ミキサー

搬　出
（セメント副原料）

混合燃料

汚泥

廃活性炭

燃え殻

塗料カス

油泥

廃プラスチック
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ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（石炭、石油由来）

の種類 燃 え 殻：燃原料由来（石炭、石油由来）

資源化の方法 道路用材、コンクリート２次製品原料など

概要フロー

受入条件 特定の事業者に限る。

再生製品の 様々な製品の原料として利用。

利用用途

ばいじん

混合

セメント

土木資材

コンクリート
２次製品原料

土木資材

分級

燃え殻
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ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（全般 、廃棄物由来）

の種類 燃 え 殻：燃原料由来（全般 、廃棄物由来）

資源化の方法 銅製錬の副資材

概要フロー

受入条件 個別に対応。

（シリカとカルシウムが多いものは利用しやすいが、アル

ミナ、亜鉛、鉛が多いものは利用しにくい）

再生製品の 銅製錬の副資材として利用。

利用用途

スラリー化槽 浸出槽
（脱塩処理）

ばいじん
（溶融飛灰）

脱水

銅製錬副資材

製銅炉 精製炉

銅精鉱

燃え殻 鋳造 銅電解工場

電気銅

粉炭

硅砂・石灰

Ｃ鍰
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ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（全般 、廃棄物由来）

の種類 燃 え 殻：燃原料由来（全般 、廃棄物由来）

資源化の方法 セメント原料

概要フロー

受入条件 ○有害物質及び異物を含まないもの。

○塩素含有量1000ppm以下のもの。

○異臭のないもの。

○大塊を含まないもの（30mm以下 。）

○ハンドリングに問題のないもの（付着、発塵等 。）

○その他個別に対応。

再生製品の セメントとして建築及び土木資材に利用。

利用用途

ロータリーキルン

搬 出

原料ミル
チューブミル セメントサイロ

原料サイロ

クリンカーサイロ

石膏

石灰石 粘土 珪石 鉄原料

＜セメント原料＞

シリカの多い
ばいじん、燃え殻

鉄分の多い
ばいじん

排煙脱硫石膏
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ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（石油由来）

の種類 燃 え 殻：燃原料由来（石油由来）

資源化の方法 バナジウムの回収

概要フロー

受入条件 バナジウムを含むもの

再生製品の 化学工業薬品、合金原料に利用

利用用途

精製
各種バナジウム

製品
抽出

焼成

焼成灰

焙焼

ニッケル原料
として利用

残さ

バナジウムを
含むばいじん

バナジウムを
含む燃え殻



-32-

ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（石炭由来）

の種類

資源化の方法 コンクリート２次製品の製造

概要フロー

受入条件 ○コンクリートの性状に影響を与えないもの

○組成がはっきりしていて品質のばらつきが少ないもの

評価・効果 良い品質のものはコンクリートの性能を向上。

再生製品の 道路用資材等として公共工事に利用。

利用用途

フライアッシュ
石炭灰

粗骨材

細骨材

ばいじん

セメント

コンクリート２次製品
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ばいじん、燃え殻 ばいじん：燃原料由来（石炭由来）

の種類 燃 え 殻：廃棄物由来

利用用途 ゼオライト（土壌改良、水質浄化、脱臭、触媒等）

概要フロー

概要 ○ゼオライトは三次元の網目構造からなる含水アルミノケ

イ酸塩結晶で、陽イオン交換機能、吸着機能、触媒機能

等を有している。

○石炭灰を中心に、吸着機能等の機能を高めたゼオライト

の研究が進められている。土壌改良、水質浄化、脱臭、

触媒など幅広い分野での活用が期待されている。

○また、石炭灰に類似した組成のものについても、ゼオラ

イトの研究が進められている。

課題 ○ばいじん等の性状の安定が前提となる。

○機能性の研究開発とともに利用先の確保も大きな課題。

（なお、他都市において、製造したゼオライトを市町村の

一般廃棄物焼却施設で排ガス処理の活性炭の代替品とし

て利用している事例が見られるなど、今後の利用用途の

拡大が期待される ）。

水洗混合 水熱合成

アルカリ水溶液

ゼオライト
石炭灰

ごみ焼却灰
など

加熱



参 考 資 料



［ばいじん・燃え殻の定義］

廃棄物処理法第二条第四項

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一

（政令）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［昭和４６年１０月２５日　環整４５］

燃えがら

施行令第二条第十二号に掲げる産業廃棄物
「ダスト類」という。産業廃棄物に該当するものは、大気汚染防止法に規定する
ばい煙発生施設において発生するばいじんであって、集じん施設において捕捉
されたものであること。なお、集じん施設の集じん方法は、乾式、湿式のいずれ
の方法であるかは問わないものであること。

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチッ
ク類その他政令で定める廃棄物

ばいじんについては、大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシ
ン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設、及び産業廃棄物の焼却施設におい
て発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたものと定義されている。（廃棄物
処理法施行令第二条第十二号）

別紙(1)

別紙(19)

電機事業等の事業活動に伴って生ずる石炭がら、灰かす、炉清掃掃出物等が
代表的なものであり、集じん装置に捕捉されたものはダスト類として令第二条第
十二号に掲げる産業廃棄物として取り扱うものであること。その他熱エネルギー
源を物の燃焼に依存している場合の焼却残灰、炉清掃掃出物等についても同
様の取扱いとするものであること。

－ 資1 －



リサイクル業者リスト

本リストは、

①．岡山県内のばいじん、燃え殻に係る中間処理業者（別紙一覧表のとお

り ）。

②．ばいじん、燃え殻に係る処理実態調査で名前が挙げられたリサイクル

事業所

③．兵庫県以西のセメント工場及び製錬（精錬）所

に対するアンケート調査結果を掲載しています。なお、以下に該当する事業

者につきましては、本リストには掲載しておりませんのでご了承下さい｡

（1）アンケート調査で回答いただけなかった事業者

（2）掲載を希望されなかった事業者

掲載内容は、平成16年度の調査時点におけるものです。



　　■　岡山県内のばいじん・燃え殻の中間処理業者（焼却処理を除く） （平成16年3月31日現在）

県域 岡山市 倉敷市

１ アサヒ炉材㈱ 備前市野谷50 破砕（燃え殻） ○

２ 内田工業㈱ 倉敷市松江3-2-46
脱水（燃え殻、ばいじ
ん）

○

３ エヌエス日進㈱ 岡山市倉田393-1
珪素樹脂表面加工（燃
え殻）

○

４ ㈱エネルギア・エコ・マテリア 広島県広島市中区国泰寺町1-3-32
混合（ばいじん）、分級
（燃え殻）

○

５ 河瀬産業㈱ 総社市赤浜1444-1 破砕（燃え殻） ○

６ ㈱カンガイ 倉敷市玉島柏島769-1 解体選別（燃え殻） ○

７ クラレテクノ㈱ 大阪府大阪市北区梅田1-12-39 減容・固形化（燃え殻） ○

８ 公協産業㈱ 岡山市城東台西2-1-8
混合燃料製造（燃え
殻）

○

９ 児島興業㈲ 岡山市宮浦2499
バーク堆肥化処理（燃
え殻）

○

１０ ＪＦＥスチール㈱ 東京都千代田区内幸町2-2-3 溶融還元（ばいじん） ○

１１ ㈲白滝有機産業 英田郡作東町白水1303 肥飼料製造（燃え殻） ○

１２ ㈱誠実興業 岡山市竹原1771-1 堆肥の製造（燃え殻） ○

１３ ダイワスチール㈱ 兵庫県神戸市中央区北本町通1-1-28
電気炉溶融（燃え殻、
ばいじん）

○

１４ ㈱日本資源開発社 岡山市浦間1102
発酵処理による肥料
の製造（燃え殻）

○

１５ 藤クリーン㈱ 岡山市海岸通2-1 40-11号 固化（燃え殻） ○

１６ ㈱水島金属 倉敷市中畝2-11-20 磁選（燃え殻） ○

１７ 菱陽ケミカル㈱ 倉敷市松江4-5-1 破砕（燃え殻） ○

　　［掲載は５０音順］

番号 事業所名 住　所
中間処理業の許可

扱い種類
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◆岡山県内のばいじん、燃え殻に係るリサイクル業者（２社）

番号
廃棄物の

種類
会社名 工場 ・ 処理施設所在地

１－１ 燃え殻 公協産業㈱ 岡山市沼2088-1 086 - 278 - 9770

１－２ 燃え殻 児島興業㈲ 岡山市宮浦2499 086 - 267 - 3390

◆岡山県外のばいじん、燃え殻に係るリサイクル業者（４社）

番号
廃棄物の

種類
会社名 工場 ・ 処理施設所在地

２－１
ばいじん
燃え殻

アミタ㈱　姫路工場 兵庫県姫路市網干区浜田1287-9 0792 - 34 - 5678

２－２
ばいじん
燃え殻

サンワ技研㈱　関西事業部姫路工場
兵庫県姫路市飾磨中島字宝来
3059-21

0792 - 33 - 1011

２－３
ばいじん
燃え殻

新興化学工業㈱　堺臨海工場 大阪府堺市築港新町3-27-13 072 - 245 - 3351

２－４
ばいじん
燃え殻

東海サンド㈱ 静岡県御前崎市池新田字南川端8225 0537 - 86 - 3177

◆岡山県外のセメント工場（６社）

番号
廃棄物の

種類
会社名 工場 ・ 処理施設所在地

３－１
ばいじん
燃え殻

宇部興産 (株)
山口県宇部市大字小串1978-7
（宇部セメント工場）

0836 - 35 - 2813

３－２
ばいじん
燃え殻

住友大阪セメント（株）　赤穂工場 兵庫県赤穂市折方字中水尾1513 0791 - 43 - 1111

３－３
ばいじん
燃え殻

住友大阪セメント（株）　高知工場 高知県須崎市押岡123 0889 - 42 - 2522

３－４
ばいじん
燃え殻

太平洋セメント (株)
大分県津久見市合ノ元町2-1
（津久見工場）

082 - 567 - 2655

３－５
ばいじん
燃え殻

東ソー㈱  南陽事業所 山口県周南市開成町4560 0834 - 63 - 9844

３－６
ばいじん
燃え殻

三菱マテリアル (株)　九州工場 福岡県京都郡苅田町松原町20-8 093 - 434 - 0085

◆岡山県外の製錬所（５社）

番号
廃棄物の

種類
会社名 工場 ・ 処理施設所在地

４－１
ばいじん
燃え殻

光和精鉱㈱　戸畑製造所
福岡県北九州市戸畑区大字中
原46-93

093 - 872 - 2100

４－２ ばいじん 住友金属鉱山㈱　四阪工場 愛媛県越智郡宮窪町四阪島 0897 - 37 - 4818

４－３
ばいじん
燃え殻

三池製錬㈱ 福岡県大牟田市新開町2-1 0944 - 53 - 7262

４－４
ばいじん
燃え殻

三井金属鉱業株式会社　竹原製煉所 広島県竹原市塩町1丁目5-1 0846 - 22 - 0604

４－５
ばいじん
燃え殻

三菱マテリアル株式会社　直島製錬所 香川県香川郡直島町4049-1 087 - 892 - 3201

［掲載は項目毎に５０音順］

掲載リサイクル業者一覧

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先

問い合わせ先
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◎岡山県内のリサイクル業者

◆岡山県内のリサイクル業者のアンケート結果（２社）　［掲載は５０音順］

－ －

－ －

○ ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

ホームページの有無 www.kokyo.com

×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

問い合わせ先
（住所）

公協産業㈱　営業部
（岡山市城東台西2-1-8）

電話 086

ＦＡＸ 086

　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無
岡山市沼2088-1

燃え殻

フリガナ コウキョウサンギョウカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

リサイクル事業場の名称 公協産業㈱　岡山工場 特管ばいじん 　有　・　無

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
え
殻

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

特
管

有害物質を含むもの ×

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

×

受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

00 17

１－１

ばいじん

278 9770

278 9772

00

　有　・　無

定休日 日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

受入時間 8

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

製品（再生品）の名称 スラリー油、廃白土

製品（再生品）利用用途 セメントメーカー向け副原料

受入廃棄物名
受入している

もの
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－ －

－ －

ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

○ 無 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

１－２

フリガナ コジマコウギョウユウゲンガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 児島興業㈲ 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

岡山市宮浦2499
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 086 267 3390

ＦＡＸ 086 267 2085

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無

受入時間 8 00 17 00 定休日 日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

×

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

有害物質を含むもの

特
管

有害物質を含むもの ×

　個別に協議○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

その他原料により発生
するもの

主に石炭の燃焼により
発生するもの

　個別に協議○

特
管

燃
原
料
由
来

製品（再生品）利用用途 土壌改良剤

×

製品（再生品）の名称 バークゴールド

燃
え
殻

通
常
産
廃
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◎岡山県外のリサイクル業者

◆岡山県外のリサイクル業者のアンケート結果（４社）　［掲載は５０音順］

－ －

－ －

○ ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

製品（再生品）利用用途 セメント焼成用等の燃料の代替品、セメント原料の代替品、非鉄金属原料の代替品

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

×

製品（再生品）の名称 燃料（ばいじん、燃え殻）、セメント原料（ばいじん、燃え殻）、金属原料（ばいじん）

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

特
管

有害物質を含むもの

特
管

有害物質を含むもの
カドミウム、鉛、六価クロム及びこれらの化合物を含むことのみにより
有害な物に限る

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

○

その他原料により発生
するもの

×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

ホームページの有無 www.amita-net.co.jp/

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

8406

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

アミタ㈱　西日本営業所
（兵庫県姫路市飾磨区今在家3-105-2）

電話 0792 34 5678

ＦＡＸ 0792 34

　有　・　無

特管燃え殻

フリガナ アミタカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

兵庫県姫路市網干区浜田1287-9
燃え殻

事前協議が必要

２－１

　有　・　無

リサイクル事業場の名称 アミタ㈱　姫路工場 特管ばいじん 　有　・　無

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

受入形態

受入時間 8 30

主に石炭の燃焼により
発生するもの

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定
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－ －

－ －

ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

○ 無 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

２－２

兵庫県姫路市飾磨中島字宝来3059-21
燃え殻

　有　・　無

リサイクル事業場の名称 サンワ技研㈱　関西事業部姫路工場 特管ばいじん 　有　・　無

フリガナ サンワギケンカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 0792 33 1011

ＦＡＸ

ホームページの有無

0792 33 7555

環境ISO認証取得

8 00 17

環境報告書の有無

00 定休日 土曜日、日曜日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

受入時間

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

セメント原料化出来る物に限る○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 スラッジ燃料

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

セメント原料化出来る物に限る

製品（再生品）利用用途 セメント原料

－ 資7 －



－ －

－ －

ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

その他（具体的に→ ）

２－３

フリガナ シンコウカガクコウギョウカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 新興化学工業㈱　堺臨海工場 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

大阪府堺市築港新町3-27-13
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

新興化学工業㈱　資源リサイクル事業部
（同上）

電話 072 245 3351

ＦＡＸ 072 245 3335

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.shinko-chem.co.jp/

受入時間 8 30 14 30 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

バナジウムを含むもの○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

×

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの バナジウムを含むもの○

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

バナジウムを含むもの○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

バナジウムを含むもの○

製品（再生品）の名称 バナジウムの回収

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 化学工業薬品、合金原料

－ 資8 －



－ －

－ －

ISO14001 ISO9001 ○ その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

２－４

フリガナ トウカイサンドカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 東海サンド㈱　リサイクル部 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

静岡県御前崎市池新田字南川端8225他
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

東海サンド㈱
（静岡県御前崎市佐倉4731）

電話 0537 86 3177

ＦＡＸ 0537 86 2439

環境ISO認証取得 ISO14001をH17.6取得予定

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.tokaisand.co.jp/

受入時間 8 00 17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 セメント原料

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 セメント原料

 保管施設に荷下ろしの際舞い上がらないこと（適度に湿
潤）
 処分費はＳｉＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、Ｃｌ等の分析結果による

 保管施設に荷下ろしの際舞い上がらないこと（適度に湿
潤）
 処分費はＳｉＯ２、Ｃｒ２Ｏ３、Ｃｌ等の分析結果による

－ 資9 －



◎岡山県外のセメント工場

◆セメント工場のアンケート結果（６社）　［掲載は５０音順］

－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ ○ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

○ その他（具体的に→ ）

３－１

フリガナ ウベコウサンカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称
宇部興産㈱
（宇部工場、伊佐工場、苅田工場） 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

［宇部工場］山口県宇部市大字小串1978-7
［伊佐工場］山口県美弥市大嶺町東分字上坪見1735
［苅田工場］福岡県京都郡苅田町長浜町7

燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

宇部興産㈱建設資材カンパニー生産・技術本部
資源リサイクル部
（山口県宇部市大字小串1978-2）

電話 0836 35 2813

ＦＡＸ 0836 35 3149

環境ISO認証取得

環境報告書の有無 冊子あり

ホームページの有無 www.ube.co.jp/

受入時間 8 00 17 00 定休日 なし

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

マニフェスト必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 各種セメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 土木・建築構造物、コンクリート二次製品等

 粉状 ：直径1mm以下
 末熱カーボン ：20%以下
 水分：30%以下
 Cl ：0.5%以下
 SO3：2%以下

 R2O ：1.5%以下

 原則として重金属類を含まないもの

 金属片
 鉄粒　　　　　　  等異物混入、ダイオキシンがないもの
 コンクリート

－ 資10 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

３－２

フリガナ スミトモオオサカセメントカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 住友大阪セメント㈱　赤穂工場 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

兵庫県赤穂市折方字中水尾1513
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

住友大阪セメント㈱　赤穂工場　業務課
（同上）

電話 0791 43 1111

ＦＡＸ 0791 43 1716

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.soc.co.jp/

受入時間 8 00 17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 セメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 建設資材

 個別に協議が必要
　　ハンドリング：水分、サイズ
　　成分：塩素、含有成分（重金属含む）
　　その他：発熱量

 個別に協議が必要
　　ハンドリング：水分、サイズ
　　成分：塩素、含有成分（重金属含む）
　　その他：発熱量

－ 資11 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

３－３

フリガナ スミトモオオサカセメントカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 住友大阪セメント㈱  高知工場 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

高知県須崎市押岡123番地
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

住友大阪セメント㈱　高知工場　環境課
（同上）

電話 0889 42 2522

ＦＡＸ 0889 42 2255

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.soc.co.jp/

受入時間 　24時間 定休日 なし

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 セメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 建設資材

　◎含有成分、重金属、湿分、粒径等について条件あり

　　　［以下、主な基準］

　　　　有害物質を含まないこと
　　　　塩素含有量1,000ppm以下
　　　　水分25％以下
　　　　悪臭がしないこと
　　　　シュート、ホッパに付着しないこと
　　　　異物（金属、ごみ等）を含まないこと
　　　　油分、有機物を大量に含まないこと
　　　　大幅な成分変動がないこと
　　　　供給量が安定していること
　　　　その他個別に対応

－ 資12 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ ○ 特定の収運業者に限定

○

○ その他（具体的に→ ）

３－４

フリガナ タイヘイヨウセメントカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称
太平洋セメント㈱
（土佐工場、佐伯工場、津久見工場） 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

［土佐工場］高知県高知市孕東町25
［佐伯工場］大分県佐伯市大字戸穴337-1
［津久見工場］大分県津久見市合ノ元町2-1

燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

太平洋セメント㈱中国支店環境事業営業部
（広島市南区京橋1-7アスティ広島京橋ビル11
Ｆ）

電話 082 567 2655

ＦＡＸ 082 567 6372

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.taiheiyo-cement.co.jp/

受入時間 8 00 16 30 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

県外の場合は事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 ポルトランドセメント、混合セメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 建設資材

　異物を含まないこと
　有害物質を含まないこと
　塩素含有量1,000ppm以下
　異臭のないもの
　大塊を含まないこと（30mm以下）
　ハンドリングに問題ないこと（付着、発塵等）
　その他個別に対応

－ 資13 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

３－５

フリガナ トウソーカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 東ソー㈱  南陽事業所 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

山口県周南市開成町4560
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

東ソー㈱南陽事業所セメントエネルギー製造部
（同上）

電話 0834 63 9844

ＦＡＸ 0834 63 9898

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.tosoh.co.jp/

受入時間 9 00 17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

　　現在、新規受入の余力なし△

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

　　未燃カーボンを含むもの（5,000kcal/kg以上）○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

×

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの ×

△

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

　　現在、新規受入の余力なし

×

製品（再生品）の名称 普通ポルトランドセメント、高炉セメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 建設資材

　粒径が40mm以下のもの
　成分による受入制限あり
　（条件が合えば受入も可）

－ 資14 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

３－６

フリガナ ミツビシマテリアルカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 三菱マテリアル㈱  九州工場 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

福岡県京都郡苅田町松原町12
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 093 434 0085

ＦＡＸ 093 434 5682

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.mmc.co.jp/

受入時間 8 00 17 00 定休日 なし

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの ×

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 セメントの中間製品（クリンカ）及びセメント

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 土木・建設資材

各案件ごとのサンプル分析、発生量、荷姿、処理費用等を踏まえて
の判断となります。

［主な条件］
　異物（金属等）を含まないこと
　有害物質を含まないこと（重金属、塩素を多く含む場合は受入不
可）
　3,000cal/g以下

各案件ごとのサンプル分析、発生量、荷姿、処理費用等を踏まえて
の判断となります。

［主な条件］
　異物（金属等）を含まないこと
　有害物質を含まないこと（重金属、塩素を多く含む場合は受入不
可）
　3,000cal/g以下

－ 資15 －



◎岡山県外の製錬所

◆製錬所のアンケート結果（５社）　［掲載は５０音順］

－ －

－ －

ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

○ 無 有 （閲覧方法： ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

○ その他（具体的に→ ）

特
管

燃
原
料
由
来

製品（再生品）利用用途 セメント原料、製鉄原料

○

製品（再生品）の名称 セメント鉄原料、製鉄用ペレット

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

有害物質を含むもの

特
管

有害物質を含むもの 　　　都度相談○

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

当社での受入には事前評価・登録が必要です。

ホームページの有無 www.kowa-seiko.co.jp/

受入時間 8 30 17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

872 2100

ＦＡＸ 093 884 0666

問い合わせ先
（住所）

光和精鉱㈱　九州営業所
電話 093

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

福岡県北九州市戸畑区大字中原46-93
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

４－１

フリガナ コウワセイコウカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 光和精鉱㈱　戸畑製造所 特管ばいじん 　有　・　無

－ 資16 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

４－２

フリガナ スミトモキンゾクコウザンカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 住友金属鉱山㈱　四阪工場 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

愛媛県越智郡宮窪町四阪島
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

住友金属鉱山㈱別子事業所安全環境センター
（愛媛県新居浜市西原町3-5-3）

電話 0897 37 4818

ＦＡＸ 0897 37 4816

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.smm.co.jp/main.html

受入時間 9 00 16 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

鉄鋼ダスト：Znを20%以上含むもの○

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの 鉄鋼ダスト：Znを20%以上含むもの○

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

×

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

×

製品（再生品）の名称 酸化亜鉛

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 金属亜鉛の原料

－ 資17 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ホームページ ○ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定

その他（具体的に→ ）

４－３

フリガナ ミイケセイレンカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 三池製錬㈱ 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

福岡県大牟田市新開町2-1
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 0944 53 7262

ＦＡＸ 0944 53 5668

環境ISO認証取得 ISO14001Ｈ17年2月取得予定

環境報告書の有無 親会社である三井金属のホームページ

ホームページの有無 www.mitsui-kinzoku.co.jp/

受入時間 8 00 16 00 定休日 日曜日、指定休日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

特に条件はありません。都度、サンプルを送付願い弊社で、定性・
定量分析を実施。その結果により打合せ、諸条件を決定します。

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

特
管

有害物質を含むもの ○

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

燃
原
料
由
来

○

製品（再生品）の名称 粗酸化亜鉛、マット、スラグ

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

特に条件はありません。都度、サンプルを送付願い弊社で、定性・
定量分析を実施。その結果により打合せ、諸条件を決定します。

製品（再生品）利用用途 亜鉛原料、銅原料、セメント原料

－ 資18 －



－ －

－ －

ISO14001 ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

特定の収運業者に限定

○

その他（具体的に→ ）

４－４

フリガナ ミツイキンゾクコウギョウカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 三井金属鉱業㈱　竹原製煉所 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

広島県竹原市塩町1-5-1
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 0846 22 0604

ＦＡＸ 0846 22 4333

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.mitsui-kinzoku.co.jp/

受入時間 9 00 17 00 定休日 土曜日、日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

　個別に協議が必要○

その他原料により発生
するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

　個別に協議が必要○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

特
管

有害物質を含むもの 　個別に協議が必要○

×

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

×

主に石炭の燃焼により
発生するもの

×

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

　個別に協議が必要○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

×

燃
原
料
由
来

　個別に協議が必要○

製品（再生品）の名称 電気鉛

燃
え
殻

通
常
産
廃

その他原料により発生
するもの

特
管

有害物質を含むもの

製品（再生品）利用用途 自動車バッテリーほか

－ 資19 －



－ －

－ －

○ ISO14001 ○ ISO9001 その他の環境ISO （ ）

無 ○ 有 （閲覧方法： ○ ホームページ その他 ［ ］ ）

無 ○ 有 （URL： ｈｔｔｐ// ）

： ～ ：

○ 特定の収運業者に限定 ○

○ ○

○ その他（具体的に→ ）

４－５

フリガナ ミツビシマテリアルカブシキガイシャ

廃棄物処理業
の許可の有無

ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場の名称 三菱マテリアル㈱　直島製錬所 特管ばいじん 　有　・　無

リサイクル事業場所在地
（工場 ・ 処理施設）

香川県香川郡直島町4049-1
燃え殻 　有　・　無

特管燃え殻 　有　・　無

問い合わせ先
（住所）

同上
電話 087 892 3201

ＦＡＸ 087 892 4091

環境ISO認証取得

環境報告書の有無

ホームページの有無 www.mmc.co.jp/

受入時間 7 00 17 00 定休日 日曜日、祝祭日

受入形態

随時搬入可 特定の中間処理業者に限定

特定の排出事業者に限定 事前協議が必要

搬入については事前予約と前金制

資
源
化
処
理

（
再
生
品
製
造

）
等
の
現
況

受入廃棄物名
受入している

もの
受入条件・性状等

ば
い
じ
ん

通
常
産
廃

燃
原
料
由
来

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

主に鉄鉱石など鉄・非
鉄金属の原料により発
生するもの

○

その他原料により発生
するもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

有害物質を含むもの

特
管

有害物質を含むもの ○

○

主に石油や石油コーク
スの燃焼により発生す
るもの

○

廃
棄
物
由
来

排出事業所の焼却炉
から発生するもの

○

廃棄物処理業者の焼
却炉から発生するもの

○

その他原料により発生
するもの

主に石炭の燃焼により
発生するもの

○

特
管

燃
原
料
由
来

製品（再生品）利用用途 銅の製錬に利用

○

製品（再生品）の名称 銅製錬の副資材

燃
え
殻

通
常
産
廃

 個別に協議が必要
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